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◆引上げ額は全国平均で 25 円 

7月 27日に開催された厚生労働省の第

49回中央最低賃金審議会において、今年

度（平成 29年度）の地域別最低賃金額改

定の目安が公表されました。 

今年度の引上げ額の全国加重平均は 25

円（昨年度 24円）、改定額の全国加重平

均額は 823円（同 798円）。東京の最低賃

金は 958円となっています。 

 

◆全都道府県で 20 円を超える目安額に 

各都道府県に適用される目安のランク

は以下のようになっています（都道府県の

経済実態に応じ、全都道府県を ABCDの

5ランクに分けて、引上げ額の目安を示し

ています）。 

【各都道府県に適用される目安】 

・Aランク（引上げ額 26円）…埼玉、千

葉、東京、神奈川、愛知、大阪の 6都

府県 

・Bランク（引上げ額 25円）…茨城、富

山、長野、静岡、京都など 12府県 

・C ランク（引上げ額 24 円）…北海道、

宮城、群馬、新潟、岐阜など 14道県 

・Dランク（引上げ額 22円）…青森、岩

手、福島、鳥取、長崎、鹿児島、沖縄

など 16県 

全都道府県で 20円を超える目安額とな

っており、引上げ率は昨年度と同じ 3.0%

です。 

 

◆改定は 10 月から 

その後、各地方最低賃金審議会において

上記の目安を参考にしつつ、それぞれの地

域における賃金実態調査などを踏まえて、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額

を決定しています（10月 1日から 10月中

旬までの間に順次発効される予定です）。 

上記の目安額通りに最低賃金が決定さ

れると、最低賃金が時給で決まるようにな

った平成 14年以降、過去最高額となる引

上げとなります（昨年度は 18円）。 

月給制や日給制の場合、月又は一日の所

定時間で除した時間額で計算されますの

で注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

201７年 

９月号 
 

 

答申額 （前年） 引上げ額

東　京 958 （932） 26
埼　玉 871 （845） 26
千　葉 868 （842） 26
神奈川 956 （930） 26
茨　城 796 （771） 25
静　岡 832 （807） 25

地域別最低賃金　時間額（単位円）

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1504426237/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3lvc2hpLWhpcm8zLnNha3VyYS5uZS5qcC8wODA5MTd0b3lvbm8tYiUyMDAxMTUxLmpwZw--/RS=^ADB_uvvuMoMn2usRyud_G_nKo0s59o-;_ylt=A2RCA5R9Z6pZLmAA.ASU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy
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 老齢年金の受給開始年齢は原則 65歳で

す。しかし、60歳から 65歳になる前まで

の希望する時期に受給を早める繰り上げ

制度や、66歳から 70歳までの受給を遅ら

せる繰り下げ制度があります。 

 老齢基礎年金を繰り上げて受給してい

る人は約 35％いるといわれ、この人達の

平均年金月額は 4万 2,820 円です。65歳

から受給している人の平均月額 5万 7,360

円と比べるとかなり低額です。 

 一方、繰り下げ受給者は、1.4％と少な

く、平均年金月額は 7万 7,777 円になって

います。平均寿命は男性が 80.98歳、女性

が 87.14歳となっているため、年金の繰り

上げ・繰り下げに関する問い合わせが増え

ています。 

 

◆60 歳時繰り上げ 76 歳 8 か月で逆転 

 老齢基礎年金や老齢厚生年金は、本来受

給時（原則 65歳）より早く受給すること

ができます。これを繰り上げ受給といい、

1か月あたりの減額率は 0.5％です。です

から、5年早めて 60歳から受給すると

30％（0.5％×60月）減額され、この額は

一生変わりません。 

 繰り上げをした場合と、しなかった場合

の受取総額は、繰り上げを開始したときか

らおよそ「16年 8か月」で逆転します。

60歳に繰り上げをすると、76歳 8か月ま

では受取総額が多く、それ以降は、65歳

から受給した方が多くなる計算です。 

 

◆繰り上げ請求の注意点 

〇61歳以降に報酬比例部分の特別支給の

老齢厚生年金を受給し始める世代の人

は、60歳から支給開始年齢前の間に繰

り上げ請求ができますが、老齢基礎年

金も同じ年齢に繰り上げなければなり

ません。 

〇国民年金に任意加入中の人は繰り上げ

請求ができません。 

〇障害者特例や長期加入者特例が適用さ

れません。 

〇事後重症による障害年金や障害基礎年

金などの請求はできません。 

〇寡婦年金の権利がなくなります。 

 

◆70 歳繰り下げ 81 歳 10 か月で逆転 

 年金を増やしたいというときは、65歳

前から特別支給の老齢厚生年金を受給し

ている人も含めて年金支給を 66歳以降

70歳まで繰り下げることができます。 

 老齢基礎年金・老齢厚生年金は、別々で

も繰り下げができ、また、繰り下げていて

も 65歳までさかのぼって一時金でもらう

こともできます。 

 繰り下げの場合は、1か月あたり 0.7％

増え、5年の 70歳まで繰り下げると 42％

増額になります。 

 繰り下げた場合と 65歳から受給した場

合では、11年 10か月で逆転し、81歳 10

か月以降は、繰り下げた場合の受取総額は

多くなる計算になります。1年繰り下げる

だけでも 8.4％増額となり、おすすめです。 
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◆平成 28 年度「過労死等の労災補償状況」 

 厚生労働省は、過重な仕事が原因で発症

した脳・心臓疾患や、仕事による強いスト

レスなどが原因で発病した精神疾患に関

して、平成 14年から、労災の請求件数や

支給決定件数などを年 1回取りまとめて

います。 

 このたび平成 28年度の集計結果が公表

されましたので、その内容をまとめます。 

 

◆脳・心臓疾患に関する労災補償状況 

 請求件数は 825件で、前年より 30件増

加しました。支給決定件数は 260件で前

年比 9件増、うち死亡件数も同 11件増の

107件でした。 

 業種別に見てみると、請求件数・支給決

定件数ともに「運送業、郵便業」が 212

件と最も多く、次いで「卸売業、小売業」

106件、「製造業」101件と続きます。 

 年齢別では、「50～59歳」が請求件数

266件、支給決定件数 99件とともに一番

多く、「40～49歳」が請求件数 239件、

支給決定件数 90件と、ともに 2番目に多

くなっています。 

 時間外労働時間別の支給決定件数は、

「80時間以上～100時間未満」が 106件

で最多、「100時間以上」の合計件数は 128

件ありました。 

 

◆精神疾患に関する労災補償状況  

 精神疾患の請求件数は、前年から 71件

増え 1,586件と、過去最多となりました。

そのうち未遂を含む自殺件数は前年から

1件減の 198件でした。支給決定件数は

498 件で前年から 26件増加し、うち未遂

を含む自殺の件数は前年から 9件減の 84

件となっています。 

 業種別で見ると、請求件数は 「医療、

福祉」302件、「製造業」279 件、「卸売業、

小売業」220件の順に多く、支給決定件数

は「製造業」91件、「医療、福祉」80件、

「卸売業、小売業」57件の順になってい

ます  

 年齢別では、「40～49歳」の請求件数が

542件、支給決定件数が 144件とともに

最も多く、次いで「30～39歳」の請求件

数が 408件、支給決定件数 136件という

順に多くなっています。 

 そして、出来事別の支給決定件数は、

「（ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行

を受けた」が 74件、「仕事内容・仕事量

の（大きな）変化を生じさせる出来事があ

った」が 63件となっています。  

 

◆労働時間・働き方管理に厳重配慮 

 労災は、慰謝料等の損害賠償請求を伴う

ことがあり、企業側は、労働時間・働き方

等の管理に厳重な注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

脳・心臓疾患 26年度 27年度 28年度
　　労災請求件数 763 795 825
　　決定件数 637 671 680
　　内　支給決定 277 251 260

精神疾患 26年度 27年度 28年度
　　労災請求件数 1456 1515 1586
　　決定件数 1307 1306 1355
　　内　支給決定 497 472 498
　内自殺
　　労災請求件数 213 199 198
　　決定件数 210 205 176
　　内　支給決定 99 93 84
決定件数は業務上外の決定を行った件数で前年度の請求含む
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●税制「働き方改革」「生産性向上」重点 

 来年度の税制改正要望が明らかになり、企業

の働き方改革や生産性向上などに重点を置い

た内容であることがわかった。厚生労働省は、

仕事と育児の両立支援を後押しするため、事業

所内保育所を設置する企業に対する優遇措置

を設けるよう要望。経済産業省は、生産性向上

を後押しするため、社員教育を充実させた企業

に対する減税を要望した。（8月 30日） 

 

●建設業の働き方改革に「週休２日」盛り込む 

 国土交通省・厚生労働省・内閣府などの関係

省庁が集まる会議で、建設業の働き方改革に向

けた指針がまとめられ、「週休２日」などが盛

り込まれた。指針に強制力はないものの、工事

従事者が休日を確保できるよう適正な工期を

設定することを、公共工事の発注者になる省庁

や不動産会社、建設会社などが加入する業界団

体に促す。（8月 29日） 

 

●「高プロ」と「残業規制」一本化し提出へ 

 政府は、専門職で年収の高い労働者を労働時

間の規制から外す「高度プロフェッショナル制

度」と「時間外労働の上限規制」を一本化した

労働基準法改正案を今秋の臨時国会に提出す

る方針を正式に表明した。９月前半に改正案の

要綱を示す予定だが、連合などの反対が予想さ

れる。（8月 26日） 

 

●児童扶養手当の支給を「年６回」に変更へ 

 厚生労働省は、低所得のひとり親家庭向けの

児童扶養手当について、２カ月ごとの年６回支

給に見直す方針を明らかにした。現在は４カ月

ごとにまとめて支給しているが、小まめに受け

取れるようにすることで家計管理を手助けす

るのが狙い。自治体のシステムの改修し、2019

年度にも変更される見込み（8月 14日） 

●バス運転手の 25％が睡眠５時間未満 

 国土交通省が全国のバス運転手（7,000人）

を対象に実施したアンケート調査の結果を発

表し、約 25％が、睡眠時間が「５時間未満」と

回答したことがわかった。厚生労働省ではバス

やトラック運転手の拘束時間は 1日 13時間ま

でが目安としているが、アンケートでは約 19％

が「13時間以上拘束時間がある」と回答した。

（8月 10日） 

 

●外国人技能実習生事業所の違反 過去最多 

 厚生労働省は、2016年に外国人技能実習生

に対する労働関係法令違反が発覚した事業場

が 4,004事業所あり、2003年以降で最多とな

ったと発表した。法令違反の内訳では「労働時

間」（23.8％）が最も多く、「使用する機械に対

して講ずべき措置などの安全基準」（19.3％）、

「割増賃金の支払」（13.6％）が続いた。（8月

9日） 

 

●2016年度の未払い残業代 総額 127 億円 

 厚生労働省は、2016年度に労働基準監督署

の是正指導を受けて支払われた未払い残業代

が約 127億円だったと発表した。前年比 27％

の増加。監督指導を受けた企業は 1,394 社で、

割増賃金の平均額は 943万円、従業員 1人あた

りの金額は 13万円だった。（8月 9日） 

 

●安衛法施行規則 労働時間把握を義務付け 

 厚生労働省は、労働安全衛生法施行規則を改

正し、従業員の労働時間の把握を企業などに義

務付ける方針を示した。「客観的で適切な方法

で行わなければならない」などの文言を明記す

る。秋の臨時国会に提出予定である「働き方改

革関連法案」が施行されるまでに同規則を改正

する考え。（8月 6日） 

 


